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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　除細動器であって、
　除細動器ショックを生成するのに適したコンデンサに、ある放電レートで電流を提供す
るよう構成される第１の電池と、
　前記第１の電池より大きい容量を持つ電源と、
　前記第１の電池及び前記電源に結合され、前記第１の電池及び前記電源の間の接続、並
びに前記第１の電池及び前記電源の各々から前記コンデンサへの接続を選択的にイネーブ
ルにするよう構成される電源制御モジュールとを有し、
　前記電源制御モジュールが、前記コンデンサから、前記第１の電池から、及び前記電源
からのデータを用いて、ルックアップテーブルに基づき、前記コンデンサの充電速度を上
昇させるよう、前記接続を選択的にイネーブルにする、除細動器。
【請求項２】
　前記電源が、第２の電池を含む、請求項１に記載の除細動器。
【請求項３】
　前記電源が、直流ソース又は交流ソースを含む、請求項１に記載の除細動器。
【請求項４】
　前記電源制御モジュールが前記第１の電池及び前記電源の間の接続、並びに前記第１の
電池及び前記電源の各々から前記コンデンサへの接続を選択的にイネーブル又はディスエ
ーブルにするよう構成されるコントローラを含む、請求項１に記載の除細動器。
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【請求項５】
　前記電源が、前記第１の電池を充電するよう構成される、請求項１に記載の除細動器。
【請求項６】
　前記電源制御モジュールにより制御される１つ又は複数の追加的な電池を更に有する、
請求項１に記載の除細動器。
【請求項７】
　除細動器であって、
　除細動器ショックを生成するのに適したコンデンサに、ある放電レートで電流を提供す
るよう構成される第１の電池と、
　前記第１の電池より大きい容量を持つ第２の電池と、
　前記第１の電池及び前記第２の電池の間に結合され、前記第１の電池及び前記第２の電
池の間の接続、並びに前記第１の電池及び前記第２の電池の各々から前記コンデンサへの
接続を選択的にイネーブルにするよう構成される電源制御モジュールと、
　前記電源制御モジュール及び前記コンデンサに結合され、ショック供給デバイスに対す
る前記コンデンサの放電を可能にする供給回路であって、前記コンデンサの状態に関する
フィードバックを前記電源制御モジュールに提供する供給回路とを有し、
　前記電源制御モジュールが、前記第１の電池から、前記第２の電池から、及び前記コン
デンサからのデータを用いて、ルックアップテーブルに基づき、前記コンデンサの充電速
度を上昇させるよう、前記接続を選択的にイネーブルにする、除細動器。
【請求項８】
　前記電源制御モジュールが、前記第１の電池及び前記第２の電池の間の接続、並びに前
記第１の電池及び前記第２の電池の各々から前記コンデンサへの接続を選択的にイネーブ
ル又はディスエーブルにするよう構成されるコントローラを含む、請求項７に記載の除細
動器。
【請求項９】
　前記第２の電池が、前記第１の電池を充電するよう構成される、請求項７に記載の除細
動器。
【請求項１０】
　前記電源制御モジュールにより制御される１つ又は複数の追加的な電池を更に有する、
請求項７に記載の除細動器。
【請求項１１】
　除細動器の作動方法において、
　前記除細動器が、除細動器ショックを生成するのに適したコンデンサに、ある放電レー
トで電流を提供するよう構成される第１の電池と、前記第１の電池より大きい容量を持つ
電源と、前記第１の電池及び前記電源に結合され、前記第１の電池及び前記電源の間の接
続、並びに前記第１の電池及び前記電源の各々から前記コンデンサへの接続を選択的にイ
ネーブルにするよう構成される電源制御モジュールとを備えており、
　前記コンデンサから、前記第１の電池から、及び前記電源からのデータを前記電源制御
モジュールで受信するステップと、
　前記電源制御モジュールが、前記コンデンサの充電を制御するステップであって、前記
受信されるデータを用いて、ルックアップテーブルに基づき、前記コンデンサの充電速度
を上昇させるよう、前記接続を選択的にイネーブルにする、ステップとを有する、作動方
法。
【請求項１２】
　前記電源が、前記電源制御モジュールに基づき、前記第１の電池を充電するよう構成さ
れる第２の電池を含む、請求項１１に記載の作動方法。
【請求項１３】
　前記電源が、直流ソース又は交流ソースを含む、請求項１１に記載の作動方法。
【請求項１４】
　（ｉ）前記電源制御モジュールが、１つ又は複数の追加的な電池を制御するステップ、
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又は（ｉｉ）前記除細動器の治療供給回路が、前記コンデンサを放電するステップの少な
くとも１つを更に有する、請求項１１に記載の作動方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、医療器具に関し、より詳細には急速充電除細動器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　救命ショックを供給するため、突然の心停止を経験する患者に対して迅速に搬送される
ことができるよう、体外式除細動器は、ポータブルであることを必要とする。除細動器は
概して、バッテリーパワーで作動する。ショックを供給するため、除細動器は、コンデン
サを高電圧に、概して２０００ボルト以上に充電する。電池の放電レートに関する限界に
より、コンデンサを充電するには、５から８秒又はこれ以上を必要とすることがある。突
然の心停止後、生存の可能性は毎分１０％～１５％低下する。患者を蘇生させるには、複
数のショックが必要とされる場合もある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　電池の放電レートは、容量の分数として特定される。従って、２２００ミリアンペア時
容量で、最大放電レートが１倍容量（１Ｃ）に関して設計される標準的なリチウムイオン
電池セルは、２．２アンペアのピーク放電電流を供給することができる。容量に関して最
適化されるリチウムイオン電池は、短い期間で２Ｃ又は３Ｃのピーク電流を処理すること
ができる。しかしながら安全性に関して、最大電流出力は通常、１Ｃ又は１．５Ｃに制限
される。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本原理によれば、除細動器が、除細動器ショックを生成するのに適した放電レートをコ
ンデンサに提供するよう構成される第１の電池を含む。電源は、上記第１の電池より大き
い容量を持つ。電源制御モジュールは、上記第１の電池及び上記電源に結合され、充電時
間を減らすため、上記第１の電池及び上記電源の間の接続、及び上記第１の電池及び上記
電源の各々から上記コンデンサへの接続を選択的にイネーブルにするよう構成される。
【０００５】
　別の除細動器は、除細動器ショックを生成するのに適した放電レートをコンデンサに提
供するよう構成される第１の電池を含む。第２の電池は、上記第１の電池より大きい容量
を持つ。電源制御モジュールは、上記第１の電池及び上記第２の電池の間に結合され、充
電時間を減らし、放電後の回復レートを増加させるため、上記第１の電池及び上記第２の
電池の間の接続、及び上記第１の電池及び上記第２の電池の各々から上記コンデンサへの
接続を選択的にイネーブルにするよう構成される。供給回路は、上記電源制御モジュール
及び上記コンデンサに結合され、ショック供給デバイスに対する上記コンデンサの放電を
可能にするよう構成される。この供給回路は、上記コンデンサの状態に関するフィードバ
ックを上記電源制御モジュールに提供する。
【０００６】
　除細動器を充電する方法が、除細動器ショックを生成するのに適した放電レートをコン
デンサに提供するよう構成される第１の電池と、上記第１の電池より大きい容量を持つ電
源と、上記第１の電池及び上記電源に結合され、上記第１の電池及び上記電源の間の接続
、及び上記第１の電池及び上記電源の各々からの接続を選択的にイネーブルにするよう構
成される電源制御モジュールとを提供するステップと、上記コンデンサの充電時間を減ら
すため、上記第１の電池及び上記電源の少なくとも１つからのフィードバックに基づき、
上記接続を選択的にイネーブルにする上記電源制御モジュールにより上記コンデンサを充
電するステップとを含む。
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【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】一実施形態によるデュアルソース除細動器を示すブロック／フロー図である。
【図２】一実施形態によるデュアルソース除細動器に関する電源コントロール回路又はモ
ジュールを示すブロック／フロー図である。
【図３】例示的な実施形態による除細動器を充電する方法を示すフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　本開示におけるこれら及び他の目的、特徴及び利点は、添付の図面と共に参照される、
その説明的な実施形態の以下の詳細な説明から明らかになる。
【０００９】
　本開示は、以下の図面を参照して好ましい実施形態の以下の説明を詳細に提供する。
【００１０】
　本原理によれば、高放電レートの電池技術が、除細動器充電時間を８倍以上減らすため
に使用される。これは、１秒未満でそのコンデンサを充電することができる除細動器をも
たらす。高放電レート電池はより低い全体の充電容量を持つので、この高放電レート電池
は、除細動器に関する長い電池動作時間を提供するため、標準的な放電レートの電池で補
足されることができる。
【００１１】
　高放電レート電池は、極めて速いコンデンサ充電時間を実現する。高容量電池と高放電
レート電池とを組み合わせる除細動器の複数の例示的な実施形態が存在する。入院前の使
用に対して、高容量セルを持つ第２の電池が他の動作に電力供給し、より長い実行時間を
提供しつつ、高放電レート電池が、コンデンサを充電するために用いられることができる
。必要とされる実行時間がより短い病院での使用に対しては、高放電レート電池が、デバ
イスを作動させ、及びコンデンサを充電する両方のために用いられることができる。除細
動器コンデンサを充電するのに必要な時間を明らかに減らすべく、除細動器に電力供給す
るため高容量電池の代わりに高放電レート電池が用いられる。その結果、ショックがより
急速に患者に供給されることができる。バッテリ容量は、放電レートと共に変化する。従
って、高放電レート電池は、標準的な放電レート電池より低い容量を持つ。高放電レート
電池の減らされた容量を補償するべく、コンデンサを充電しないとき拡張された実行時間
を提供するため、高容量を持つ第２の電池が用いられることができる。
【００１２】
　例えば、容量に関して最適化された標準的な２２００ミリアンペア時リチウムイオンセ
ルの４シリアル／３パラレル構成を持つ１２バッテリパックは、数秒間約１１アンペアの
最大電流を安全に放電することができる。これは、２００Ｊショックに関して約４秒で又
は３６０Ｊショックに関して約７秒で除細動器コンデンサを充電するのに充分なパワーで
ある。この種のバッテリパックは、約６．６アンペア時容量を提供する。
【００１３】
　電源に関して最適化されたリチウムイオンセルは、３０Ｃ～４０Ｃのパルス化された電
流を供給することができる。従って、放電レートに関して最適化された４シリアルのリチ
ウムイオンセルを持つかなり小さいバッテリパックでさえ、約４０アンペアの最大電流で
放電することができる。これは、２００Ｊショックに関して約１秒で除細動器コンデンサ
を充電するのに充分なパワーである。欠点は、この種のバッテリパックは、約１．６アン
ペア時容量しか提供しない点にある。本原理は、これらの問題に対処する。
【００１４】
　本発明は、医療器具に関して説明されるが、本発明の教示は、かなり広く、短い期間で
より高い電流を引く必要がある任意の電池式デバイスに対して適用できる点も理解された
い。いくつかの実施形態において、本原理は、病院、緊急車両、家、又は公共の場所等に
おいて使用される除細動器に採用される。図面に示される要素は、ハードウェア及びソフ
トウェアの様々な組合せにおいて実現されることができ、単一の要素又は複数の要素にお
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いて組み合わせられることができる機能を提供することができる。
【００１５】
　図面に示されるさまざまな要素の機能は、専用のハードウェアの使用を介してというだ
けでなく、適切なソフトウェアに関連してソフトウェアを実行することができるハードウ
ェアの使用を介して与えられることができる。プロセッサ又はコントローラにより提供さ
れるとき、この機能は、単一の専用プロセッサにより、単一の共有プロセッサにより、又
は複数の個別のプロセッサにより与えられることができる。個別のプロセッサの幾つかは
、共有されることができる。更に、「プロセッサ」又は「コントローラ」という用語の明
確な使用は、ソフトウェアを実行することができるハードウェアを排他的に参照するもの
として解釈されるべきではなく、デジタル信号プロセッサ（「ＤＳＰ」）ハードウェア、
ソフトウェアを格納する読出し専用メモリ（「ＲＯＭ」）、ランダムアクセスメモリ（「
ＲＡＭ」）及び不揮発性ストレージを暗に含むが、これらに限定されるものではない。
【００１６】
　更に、本発明の原理、側面及び実施形態並びにその特別の実施例を述べる本書における
すべての記載は、その構造的及び機能的均等の範囲の両方を含むものとして意図される。
更に、斯かる均等物が、現在既知の均等物だけでなく将来開発される均等物の両方を含む
ものとして意図される（即ち、構造に関係なく、同じ機能を実行すべく開発される任意の
要素を含む）。従って、例えば、本願明細書に与えられるブロック図は、本発明の原理を
実現する説明的なシステム要素及び／又は回路の概念表示を表すという点を当業者は理解
されたい。同様に、任意のフローチャート、流れ図等は、コンピュータ可読記憶媒体にお
いて実質的に表されるさまざまな処理を示し、従って、コンピュータ又はプロセッサが明
示的に示されるかどうかに関係なく、斯かるコンピュータ又はプロセッサにより実行され
る点を理解されたい。
【００１７】
　更に、本発明の実施形態は、コンピュータ若しくは任意の命令実行システムによる使用
又はこれに関連した使用のためのプログラムコードを提供する、計算機が使用可能な又は
コンピュータ可読のストレージ媒体から、アクセス可能なコンピュータプログラムの形を
とる又はこれを含むことができる。この説明のため、計算機が使用可能な又はコンピュー
タ可読のストレージ媒体は、命令実行システム、装置又はデバイスによる使用又はこれに
関連した使用のためのプログラムを、包含、格納、通信、伝搬、又は輸送することができ
る任意の装置とすることができる。媒体は、電気、磁気、光学、電磁気、赤外線若しくは
半導体システム（又は、装置若しくはデバイス）、又は伝搬媒体とすることができる。コ
ンピュータ可読媒体の例は、半導体又はソリッドステートメモリ、磁気テープ、リムーバ
ブルコンピュータディスケット、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、読出し専用メモリ
（ＲＯＭ）、リジッド磁気ディスク及び光学ディスクを含む。光ディスクの現在の例は、
コンパクトディスク読出し専用メモリ（ＣＤ－ＲＯＭ）、コンパクトディスクリード／ラ
イト（ＣＤ－Ｒ／Ｗ）、Ｂｌｕ－ｒａｙ（登録商標）及びＤＶＤを含む。
【００１８】
　ここで、同様な数字が同じ又は類似する要素を表す図面を参照し、まず最初に図１を参
照すると、ブロック／フロー図が、一実施形態による除細動器１０を示す。除細動器１０
は、高放電レート電池１２及び高容量電源１６を含む。エネルギー源（１２、１６）のタ
イプ及び使用の選択は、除細動器電源制御回路１４により決定及び制御される。治療供給
回路２０は、ショック供給デバイス２４に供給されるエネルギー量及びパルスの形状を制
御する。このデバイスは、パッド又はパドルを含むことができる。治療供給回路２０は、
その充電及び放電を可能にするため、治療コンデンサ２２に対するアクセスを提供する。
除細動器１０は、他の電子機器又はソフトウェアプログラム１８を含むことができる。電
子機器１８は、例えばクロック、タイマー、電源測定デバイス、光、ディスプレイ等とい
った他の特徴を含むことができる。
【００１９】
　除細動器１０がショックを供給する必要があるとき、治療供給回路２０は、高放電レー
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ト電池１２から電流を送ることにより、治療コンデンサ２２を充電する。ユーザがエネル
ギーのリリースを始動するとき、治療コンデンサ２２に格納されたエネルギーが、患者の
胸部に置かれるパッド又はパドル２４を介して放出される。電源制御回路１４は、利用で
きる電源、電池１２及び／又は高容量電源１６から電力を送る。除細動器１０に関する電
源は、高放電レート電池１２により供給される。この電池１２は、第２の電源１６により
充電される。これは、高容量電池（又はＡＣ又はＤＣ充電器）を含むことができる。
【００２０】
　高放電レート電池１２は、除細動器１０に電力を供給し、コンデンサ２２を充電するた
めに用いられる。コンデンサ２２は、電池１２のより高い電流出力を用いて充電される。
コンデンサ２２は、高容量電池１６（又はＡＣ又はＤＣチャージャ）から充電されること
もできる。
【００２１】
　図２を参照すると、電源制御回路１４は、電池１２及び１６の各々の利用可能な容量を
決定するよう構成される制御ソフトウェア又は回路コントローラ３０を含むことができ、
コンデンサ２２の出力要件に基づき、バッテリ端子に対するアクセスを制御することがで
きる（図１）。電池又はエネルギー源１２、１６は、それぞれデータインタフェース３５
、３７も提供する。その結果、それらの電流充電レベル及び他の状態がコントローラ３０
により読み出されることができる。コンデンサ２２がどれくらい迅速に充電若しくは再充
電しているかを電源制御回路１４が決定する、又は将来の使用に関して電池１２、１６の
機能を電源制御回路１４が決定することを可能にするよう、コンデンサ２２及び／又は電
池１２、１６は、電源制御回路１４にフィードバック３３を提供する。
【００２２】
　制御回路又はモジュール３０に送られるデータは、電源の電池の容量／電荷量／状態を
搬送するよう構成されるデータビット又は他の信号を含むことができる。データは、コン
デンサ３３からの充電レートを含むこともできる。制御モジュール３０に格納されるルッ
クアップテーブル又は他のデータ構造に基づく決定をするため、入力又はフィードバック
情報が使用されることができる。データは、接続がイネーブル／ディスエーブルであるか
を決定するため、又は電源の間の電源分布を他の態様で制御するため、データ構造に対し
てインデックス化されることができる。他の決定基準は、所与の状態、歴史的なデータ、
人工知能などの下でプログラムされた処理を含むが、これに限定されず同様に使用される
ことができる。例えば、電池１２、１６における充電速度又は格納されたエネルギーに基
づき、特にショックが展開されたあと、コントローラ３０は、電池１６から電池１２を再
充電するか、電池１２から直接コンデンサを再充電するか、電池１６から直接コンデンサ
を再充電するか、又は、コンデンサ２２を再充電するため電池１２及び１６の両方を開放
するかを選択する。両方のソースが明らかに異なる放電レートを含むとき、これらのソー
スの使用は困難になる。充電レギュレータ及び他の回路が、信号を調整するために使用さ
れることができる。電池の利用できる電荷は、より重要な基準である。例えば、高い放出
電池が低い電荷を持つ場合、それはコンデンサを完全に充電することができないかもしれ
ない。その後、他の電源が、選択及び使用される。
【００２３】
　ある実施形態において、コントローラ３０は、電池１２及び１６のいずれか又は両方か
らの電源出力３８を可能にするため、１つ又は複数のスイッチ３２、３４及び３６を選択
的に作動させる。ある実施形態において、電池１６は、異なるＤＣソース又はＡＣソース
さえ含むことができる。別の実施形態では、２つ以上の電池が存在し、各電池が、コント
ローラ３０を用いて選択的にイネーブルにされることができる。
【００２４】
　有益な実施形態において、電池１２及び１６は、以下の１つ又は複数を含むことができ
る。例えばＣＧＲ１８６５０ＣＧといった標準的なリチウムイオン電池セルは、２，２０
０ｍＡｈの容量及び１Ｃの最大放電レートを持つ。一般に、これらのセルは、必要とされ
た電圧を実現するため直列に構成され（例えば、４Ｓは、１４．４Ｖの名目電圧を提供す
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る）、トータル放電電流を増加させるため並列に構成される（例えば、３Ｐは、３Ｃ最大
放電レートを提供する）。１２セル（４Ｓ３Ｐ）バッテリパックは、６．６のアンペア時
の容量を提供し、２アンペアの最大放電を持つ（信頼性を改善するため、最大放電レート
の性能を低下させる）。高放電レート電池セルは、電源ツール、リモコン模型車及び飛行
機といった電気モータを駆動するのに高電流が必要とされるアプリケーションに関して設
計される。例えばＡＰＲ１８６５０Ｍ１といった高放電レートのリチウムイオンセルは、
１、１００ｍＡｈの容量を持つ。４セル（４Ｓ１Ｐ）バッテリパックは、１．１アンペア
時の容量を提供し、３０アンペアの放電を確実に提供することができる。
【００２５】
　その意図された使用に関して除細動器／モニタを最適化するため、図１に提示される要
素の異なる組み合わせが採用されることができる。例示的な実施形態は、以下の通りであ
る。電池１２は、他のデバイス機能に電力を供給するため、電池１６に関して１つ又は複
数の８又は１２セル高容量電池（４Ｓ及び２Ｐ又は３Ｐのいずれか）に加えて、コンデン
サ２２を充電する単一の４セル高放電レート電池（４Ｓ、１Ｐ）を含むことができる。８
又は１２セル高放電レート電池（４Ｓ及び２Ｐ又は３Ｐのいずれか）（電池１２）は、電
源１６に関してＡＣ又はＤＣ充電器に加えてすべてのデバイス機能に電力を供給するため
に使用されることができる。単一の４、８又は１２セル高放電レート電池（４Ｓ及び１Ｐ
又は２Ｐ又は３Ｐのいずれか）（電池１２）は、高放電レート電池（１２）を充電するた
め、１つ又は複数の１０セル電池（５Ｓ、２Ｐ）（電池１６）に加えてデバイスに電力を
供給するために使用されることができる。
【００２６】
　本原理によれば、除細動器１０は、放電レートに関して最適化されたちょうど４シリア
ルのリチウムイオンセルを用いて、３０Ｃ～４０Ｃのパルス化された電流を提供し、電池
１２を用いて約３０アンペアの最大の電流で放電することができる。パルスの制御は、除
細動器１０における供給回路２０又は他の回路により提供されることができる。これは、
２００Ｊショックに関して約１秒で除細動器コンデンサを充電するのに十分なパワーであ
る。除細動器１０は第２の電源１６を含むので、それは、より高い容量電池を含むことが
できる。この電池１６は、６．０アンペア時容量以上を提供することができ、第１の電池
１２及び／又はコンデンサ２２を充電するのに十分である。
【００２７】
　図３を参照すると、ブロック／フロー図が、本原理による除細動器を充電する方法を示
す。ブロック１０２において、除細動器ショックを生成するのに適した放電レートをコン
デンサに提供するよう構成される第１の電池と、第１の電池より大きい容量を持つ電源と
、第１の電池及び電源に結合される電力制御モジュールとを持つデュアルソース除細動器
が提供される。電源制御モジュールは、第１の電池及び電源の間の接続、及び第１の電池
及び電源の各々からコンデンサへの接続を選択的にイネーブルにするよう構成される。ブ
ロック１０４において、電源は、電源制御モジュールに基づき、第１の電池を充電するよ
う構成される第２の電池、直流ソース又は交流ソースを含むことができる。
【００２８】
　ブロック１０６において、コンデンサは、コンデンサの電荷時間を減らすため、及び／
又はコンデンサの放電後の回復レートを上昇させるため、電源制御モジュールに基づき充
電される。ブロック１０８において、第１の電池と電源との間の接続、並びに第１の電池
及び電源の各々からコンデンサへの接続は、コンデンサの充電レートを改善するため選択
的にイネーブル又はディスエーブルされる。ブロック１１０において、コンデンサの充電
レートを上昇させるためにエネルギー源（電池等）の構成を調整（例えば、最適化）する
ため、電源制御モジュールで、コンデンサ及び／又は電池からフィードバックが受信され
る。ブロック１１２において、１つ又は複数の追加的な電池が、電源制御モジュールによ
り制御される。最適化決定は、電源制御モジュールによりなされることができるか、又は
メモリにおいて予めプログラムされることができ、電流状態に基づきなされる。
【００２９】
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　ブロック１１４において、ショック供給デバイスを介してコンデンサを放電することに
より、ショックが供給される。後続のショックは、ブロック１１６において約１～４秒ご
とのレートで投与されることができる。
【００３０】
　添付の特許請求の範囲を解釈するにあたり、以下の点を理解されたい。
【００３１】
　ａ）「有する」という語は、所与の請求項に記載される要素又は行為以外の他の要素又
は行為の存在を除外するものではない。
【００３２】
　ｂ）ある要素に先行する「ａ」又は「ａｎ」という語は、斯かる要素が複数存在するこ
とを除外するものではない。
【００３３】
　ｃ）請求項における任意の参照符号は、それらの範囲を制限するものではない。
【００３４】
　ｄ）複数の「手段」が、同じアイテム、又はハードウェア、又はソフトウェア実現によ
る構造体、又は機能により表されることができる。
【００３５】
　ｅ）特に指定がない限り、行為の特定のシーケンスが必要とされること意図するもので
はない。
【００３６】
　デュアル電池急速充電除細動器に関して上記の好ましい実施形態が説明されてきたが（
これらは、説明目的であり限定するものではない）、上記の教示を考慮して当業者により
修正及び変更がなされることができる点に留意されたい。従って、添付の特許請求の範囲
により概説されて開示される実施形態の範囲に含まれるものとして、本開示の特定の実施
形態において変更がなされることができる点を理解されたい。こうして、本開示の内容が
特許法により必要とされる範囲で詳細に記載されてきたが、特許証により保護されること
を望む保護の請求は、添付の特許請求の範囲に記載される。
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